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執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2019 年 3 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入
について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１． 執行役員制度導入の目的  

執行役員制度の導入により執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能につい

ては代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することによ

り経営の機動性を高めることを目的とします。取締役会は経営の意思決定および業務

執行の監督を主な役割とし、モニタリング機能の強化を図ります。

２．執行役員制度の概要

  （１）執行役員の任期は、１年とします。（但し、初年度のみ９か月とする。）

（２）執行役員の選任及び解任ならびに役付執行役員（社長執行役員、副社長執行役員、

専務執行役員、常務執行役員）の選定は、取締役会決議により行うものとします。

（３）取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。

３． 執行役員制度の導入時期   

2019年 6月 27日

以上


